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水田経営所得安定対策加入申請を受け付けます！

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
が

見
直
さ
れ
ま
し
た

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
は
、「
価
格
政

策
か
ら
所
得
政
策
へ
」
と
い
う
政
策
転
換
の

方
向
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
平
成
１９

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

昨
年
の
８
月
か
ら
１０
月
に
全
国
で
実
施
し
た

地
方
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
お
い
て
、
加
入
要
件
を

緩
和
し
て
ほ
し
い
、
申
請
書
類
が
多
す
ぎ
る
、

交
付
金
の
交
付
時
期
を
早
め
て
ほ
し
い
と
い
っ

た
意
見
・
要
望
が
数
多
く
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
昨
年
１２
月
、
制
度
の
基
本
は
維

持
し
つ
つ
、
地
域
の
実
態
に
即
し
た
制
度
見

直
し
を
行
い
、
名
称
も
「
水
田
経
営
所
得
安

定
対
策
」
に
変
更
し
ま
し
た
。

新
た
に
市
町
村
特
認
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
し
た

従
来
の
知
事
特
認
制
度
に
代
え
て
、
新
た

に
「
市
町
村
特
認
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
経
営
面
積
が
小
さ
く
て
も
、「
地
域
水
田

農
業
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
認
定

農
業
者
又
は
集
落
営
農
組
織
（
サ
ポ
ー
ト
法

人
も
含
む
）
で
、
市
町
村
が
本
対
策
へ
の
加

入
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
国
と

の
協
議
に
よ
り
本
対
策
へ
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
集
落
営
農
組
織
（
法
人
）
に
参

加
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
組
織
の
同
意
が
必

要
で
す
。

２０
年
産
か
ら
は
、
１０
％
を
超
え
る

収
入
減
少
に
も
対
応
で
き
ま
す

平
成
１９
年
産
ま
で
は
、
収
入
減
少
補
て
ん

対
策
に
加
入
し
て
も
、
１０
％
を
超
え
た
収
入

減
少
に
は
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

し
か
し
、
平
成
２０
年
産
以
降
は
、
加
入
者

の
選
択
に
よ
り
、
２０
％
の
減
収
に
も
対
応
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
直
接
販
売
を
行
っ
て
い
る
米
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
市
場
価
格
に
連
動
し
て

販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
２０
年
産
以
降
は
、
販
売
契
約
に

基
づ
い
て
販
売
し
た
も
の
は
全
て
対
象
と
な

り
ま
す
。（
た
だ
し
、
生
産
確
定
数
量
の
範
囲

内
で
、
農
産
物
検
査
３
等
以
上
の
も
の
に
限

り
ま
す
）

加
入
申
請
は
６
月
３０
日
ま
で
に

水
田
経
営
所
得
安
定
対
策
（
品
目
横
断
的

経
営
安
定
対
策
）
へ
の
加
入
申
請
及
び
収
入

減
少
影
響
緩
和
交
付
金
の
積
立
申
出
は
、
４

月
１
日（
火
）か
ら
６
月
３０
日（
月
）ま
で
、
最

寄
り
の
農
政
事
務
所
で
受
付
け
ま
す
。

な
お
、
平
成
２０
年
産
の
麦
に
つ
い
て
は
、

昨
年
の
６
月
１
日
か
ら
８
月
３１
日
ま
で
の
間

に
積
立
申
出
を
行
っ
て
い
な
く
て
も
、
今
回

手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ご
相
談
は
、
役
場
産
業
課
農
林

係
又
は
農
協
担
当
者
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
様
式
は
、
農
政
事
務
所
に

あ
る
ほ
か
、
中
国
四
国
農
政
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http
://w

w
w
.chushi.m

aff.go.jp/taikou
/hinm

okuoodan/kokuchi_panf.htm

）

か
ら
も
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
産
業
課
農
林
係�

９
８
５
―
４
１
１
９
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� 収入減少補てんは、米・麦・大豆ごと
の収入差額を合算・相殺します。

� 農業災害補償制度による補償は控除し
ます。
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